
土地の取得時効完成後、所有権移転登記前

に、第三者が当該土地に抵当権を設定し、そ

の設定登記からさらに10年以上経過した後に

競売を申し立てたところ、時効取得者である

同土地の占有者が、競売の不許を申し立てた

事案において、占有者が抵当権の存在を容認

していたなどの特段の事情がない限り、抵当

権の設定登記の日を起算点として、当該土地

は占有者が時効取得し、結果として、設定さ

れた抵当権は消滅するとされた事例（最高裁

平成24年３月16日判決　金融・商事判例1391

号13頁）

１　事案の概要

Ａは、昭和45年３月当時、平成17年３月に

換地される前の従前の土地（以下「本件旧土

地」という。）を所有し、同月、Ｘに売却し

たが、所有権移転登記はされなかった。

Ｘは、遅くとも同月31日から、本件旧土地

の占有を開始し、サトウキビ畑として耕作し

ていた。

Ａの子であるＢは、昭和51年１月13日、本

件旧土地につき、昭和47年10月８日、相続を

原因として、Ａから所有権移転登記を了した。

また、Ｂは、昭和59年４月19日、本件旧土地

につき、Ｙのために抵当権（以下「本件抵当

権」という。）を設定し、同日付けでその旨

の登記がなされた。

しかし、Ｘは、これらの事実を知らないま

ま、占有を継続した。また、本件抵当権設定

時において、Ｘは、本件旧土地を所有すると

信ずるにつき善意かつ無過失であった。

Ｙは、本件旧土地から換地された本件各土

地を目的とする本件抵当権の実行としての競

売（以下「本件競売」という。）を申し立て、

平成18年９月29日に競売開始決定を得た。こ

れに対し、Ｘは、本件競売の不許を求めて訴

訟を提起した。なお、本件競売手続について

は、Ｘの申立てにより、平成20年７月31日、

停止決定がされた。

Ｘは、平成20年８月９日、Ｂに対し、本件

各土地につき、所有権の取得時効を援用する

旨の意志表示をした。

原審は、不動産担保権実行停止決定の取消

を求めるＹの控訴を棄却し、Ｙが上告した。

２　判決の要旨

最高裁判所は、以下のように判示し、Ｙの

上告を棄却した。

盧　不動産の取得時効の完成後、所有権移転

登記がされることのないまま、第三者が原所

有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登

記を了した場合において、上記不動産の時効

取得者である占有者が、その後引き続き時効

取得に必要な期間占有を継続したときは、上

記占有者が上記抵当権の存在を容認していた

など抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない

限り、上記占有者は、上記不動産を時効取得
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取得時効完成後、所有権移転登記前に第三者により
設定された抵当権は、特段の事情がない限り、再度
の取得時効により消滅するとされた事例

眛－競売の不許申立－



し、その結果、上記抵当権は消滅するとする

のが相当である。その理由は、以下のとおり

である。

ア　取得時効の完成後、所有権移転登記が

されないうちに、第三者が原所有者から抵

当権の設定を受けて抵当権設定登記を了し

たならば、占有者がその後にいかに長時間

占有を継続しても抵当権の負担のない所有

権を取得することができないと解すること

は、長期間にわたる継続的な占有を占有の

態様に応じて保護すべきものとする時効制

度の趣旨に鑑みれば、是認し難いというべ

きである。

イ　不動産の取得時効の完成後所有権移転

登記を了する前に、第三者に上記不動産が

譲渡され、その旨の登記がされた場合にお

いて、占有者が、上記登記後に、なお引き

続き時効取得に要する期間占有を継続した

ときは、占有者は、上記第三者に対し、登

記なくして時効取得を対抗し得るものと解

されるところ（最高裁昭和36年７月20日第

一小法廷判決）、不動産の取得時効の完成

後所有権移転登記を了する前に、第三者が

上記不動産につき抵当権の設定を受け、そ

の登記がされた場合には、占有者は、自ら

が時効取得した不動産につき抵当権による

制限を受け、これが実行されると自らの所

有権の取得自体を買受人に対抗することが

できない地位に立たされるのであって、上

記登記がされた時から占有者と抵当権者と

の間に上記のような権利の対立関係が生ず

るものと解され、かかる事態は、上記不動

産が第三者に譲渡され、その旨の登記がさ

れた場合に比肩することができる。また、

上記判例によれば、取得時効の完成後に所

有権を得た第三者は、占有者が引き続き占

有を継続した場合に、所有権を失うことが

あり、それと比べて、取得時効の完成後に

抵当権の設定を受けた第三者が上記の場合

に保護されることとなるのは、不均衡であ

る。

盪　これを本件についてみると、昭和55年３

月31日の経過により、Ｘのために本件旧土地

につき取得時効が完成したが、Ｘは、上記取

得時効の完成後にされた本件抵当権の設定登

記時において、本件旧土地を所有すると信ず

るにつき善意かつ無過失であり、同登記後引

き続き時効取得に要する10年間本件旧土地の

占有を継続し、その後に取得時効を援用した

というのである。そして、本件においては、

前記のとおり、Ｘは、本件抵当権が設定され

その旨の抵当権設定登記がされたことを知ら

ないまま、本件旧土地又は本件各土地の占有

を継続したというのであり、Ｘが本件抵当権

の存在を容認していたなどの特段の事情はう

かがわれない。

そうすると、Ｘは、本件抵当権の設定登記

日を起算点として、本件旧土地を時効取得し、

その結果、本件抵当権は消滅したというべき

である。

３　まとめ

抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅

については、民法397に規定されているが、

本件は、土地の時効取得後、所有権移転登記

前に抵当権の設定登記が行われ、その後さら

に10年以上占有を継続したＸが、時効取得を

援用した事案である。

最高裁判所は、Ｘは抵当権の設定登記の日

を起算点として本件旧土地を時効取得し、そ

の結果として、設定された抵当権は消滅した

と判示している。経緯等はやや難解であるが、

最高裁判所の新判断として、宅建業者として

も留意すべき事例といえる。

（調査研究部次長）
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